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委 員 会 会 議 録 
（一社）滋賀県トラック協会 

会 議 名 平成２５年度 第２回 適正化事業運営委員会 

開催日時 平成２５年６月１2日（水） １３：３０～１５：３０ 

開催場所 滋賀県トラック総合会館 ３Ｆ「研修室１」 

出 席 者 委員：１０名、 事務局：７名 

 
協   議   内   容 

１．挨 拶 
   岡田本部長より開会にあたり挨拶があった。 
   続いて、田中委員長より挨拶があった。 
    ・委員会欠席者については 大事な会議につき以降、欠席の無いよう調整を 
     図って行く。 
 
２．議 題 
  （1）平成 25年度適正化事業実施状況について 
   ①巡回指導結果等について 
   ②安全性評価事業の推進状況について 
 

事務局より資料に基づき説明があった。 
 

   (2)当面する事業の取り組み 
   ①輸送の安全に係る研修会の開催 6/24日(案)について 
    「追突事故防止マニュアルの活用セミナー」 
    ・保険会社担当による説明と参加メンバーによる小集団研修方式にて情報交換 
     含め取組みの強化を図る。 
   ②安全性評価事業説明会の開催 5/10日の内容 
    ・H25.6月現在 184事業所が Gマーク認定されている。 
     説明会には 88名が参加され今年度新規 Gマーク挑戦候補として 72事業所が 
     エントリーされる予定。 
   ○提案 
    ・Gマーク制度も 11年目を迎え更新含め維持していくことに対しては相当な 
     努力がいる。推進を図る為、努力されている事業者に対する表彰制度を行っ 
     てはどうか。 
    ・全ト協への投げかけをするとともに、滋賀ト協独自に設けてはどうか。 
    ・事務局のほうで基準等を検討し、次回の総会で運用できるよう調整する。 
     次回委員会時方向性の(案)を提示する。 
 
   ③Gマークのラッピングトラックの走行の自主的取組みについて 
    ・近畿トラ協として 2府 4県 各 1台の割り当てとなる。 
   ○推奨車については条件に沿って６月中に各支部調整、事務局に報告  

事業者選定は本部長・委員長一任し決定する。 
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    (3)その他  
     チラシに基づき 事務局より説明 
     ○不正改造車を排除する運動について 
      ・毎年チラシ発行にて啓蒙されているが、現実的に長年に亘り改善が 

見受けられない。 
      ・どこの行政部署が中心になりどのように取締まり等実施されているのか 
      ・次回の委員会時にどのようにどこが取組まれているのか調査し報告を 
       するよう事務局に要請された。 
 
     ○通報制度について 
      ・案内通り悪質性の高い営業所の通報制度について 10/1より実施されます。
       
     ○原価計算の必要性・重要性について 
           ・案内通りパソコン入力で簡単に原価計算できますので活用下さい。 
 

以上事務局より、参考資料については、会議等で活用頂くよう申し出された。

 
    岡田本部長より 
     ○7/20経営者セミナーの講師に静岡県トラ協会長の大須賀 正孝様(ﾊﾏｷｮｳﾚｯｸｽ)

にお願いしている。 
 
     ○11/15荷主セミナー(琵琶湖ホテル)での講師として人と経営研究所所長 

大久保寛司様にお願いしている。 
 

     ○今年 11月ぐらい迄に各支部巡回をしたい旨を報告された。 
      (主旨)・協会(事務局)に対する意見・要望等を聞く場にしたい。 
         ・各支部日程調整をお願いします。 

 
次回は 9月１８日(水)午後１時３０分から開催で決定し、終了した。   

  以 上

 


